
平
成
三
十
年
五
月
二
十
九
日
受
領

答

弁

第

三

〇

九

号

内
閣
衆
質
一
九
六
第
三
〇
九
号

平
成
三
十
年
五
月
二
十
九
日

内
閣
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安
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衆
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議

長

大

島

理

森

殿

衆
議
院
議
員
初
鹿
明
博
君
提
出
「
内
密
出
産
」
制
度
導
入
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。



衆
議
院
議
員
初
鹿
明
博
君
提
出
「
内
密
出
産
」
制
度
導
入
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

母
親
の
氏
名
が
記
載
さ
れ
て
い
な
い
子
の
出
生
の
届
書
は
、
基
本
的
に
受
理
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
こ
ろ
、
戸
籍
法
（
昭

和
二
十
二
年
法
律
第
二
百
二
十
四
号
）
第
五
十
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
棄
児
に
当
た
ら
な
い
父
母
が
死
亡
し
出
生
の
届
出
が

さ
れ
て
い
な
い
子
に
つ
い
て
、
同
法
第
四
十
四
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
二
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、

市
町
村
長
が
、
管
轄
法
務
局
又
は
地
方
法
務
局
の
長
の
許
可
を
得
て
、
職
権
で
戸
籍
に
記
載
す
る
こ
と
と
し
た
例
が
あ
る
と
承

知
し
て
い
る
が
、
御
指
摘
の
「
「
内
密
出
産
」
制
度
」
の
詳
細
が
明
ら
か
で
な
い
た
め
、
お
尋
ね
に
つ
い
て
お
答
え
す
る
こ
と

は
困
難
で
あ
る
。


